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１ 地域生活支援拠点とは

（１）地域生活支援拠点の整備に求められる５つの機能

地域生活支援拠点とは障がい者の高齢化や重度化、親亡き後を見据え、障がい

者が地域で安心して暮らし続けるために、障がい者の生活を地域全体で支える体

制づくりをいいます。

拠点整備にあたり、国が示す次の５つの機能を備えることが要件となっていま

す。

相談

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、緊急時の連絡体制を

確保し、介護者の死亡、急病等により生じた緊急事態に必要なサービスのコーディ

ネートや相談、その他必要な支援を行う機能

緊急時の受け入れ・対応

短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制の確保及び介護者の死亡、急病等の緊

急時の受け入れや医療機関等への連絡その他必要な対応を行う機能

体験の機会・場の提供

障がい者支援施設等からの地域移行又は親元等からの自立に係る共同生活援助事

業所等での宿泊体験若しくは一般就労を目指す障がい者等に就労体験の機会又は

場の提供をする機能

専門的人材の確保・育成

行動障害を有する障がい者、医療的ケアが必要な障がい者等多様化するニーズに対

して専門的な対応ができる体制の確保及び専門的な人材の育成を行う機能

地域の体制づくり

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携

体制の構築等を行う機能

（２）当市の地域生活支援拠点＝既存の事業所が連携して機能を担う面的整備型

地域生活支援拠点の整備方法には拠点の５つの機能を担う施設を新設する「多

機能拠点整備型」と、地域の既存の事業所等が連携して機能を担う「面的整備型」

の２パターンがありますが、当市では、障がい者を住み慣れた地域全体で支援す

るという点に着目し、既存の関係を生かすことができる「面的整備型」を進めて

います。
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〈高山市地域生活支援拠点面的整備型イメージ図 令和７年１２月時点〉

（３）地域生活支援拠点の主な対象者

日常生活に支援を要する市内在住の障がい者等

・障がいの程度が重く、家族の支援力が弱い方

・３障がい（身体・知的・精神）全ての障がい者が地域生活支援拠点の対象

ですが、「緊急時の受け入れ・対応」機能については障がいの程度が重く、

本人及び家族等の支援力が弱い方を主な対象者とします。

・緊急時における相談、サービス調整

・緊急時なった際のハイリスク世帯の情報収集

事前登録

・緊急時を想定した連絡体制の確保

基幹相談支援センター（市） 担当の相談支援専門員
連携

本 人 ・ 家 族 ・関係者

障がい福祉サービス

利用なし

障がい福祉サービス

利用あり

連携

・一人暮らしの体験（グループホ

ーム、ショートステイなど居住

系サービス事業所の体験利用）

・日中活動系のサービス事業所の

体験利用

・地域移行支援の利用 など

・緊急時の受け入れ先の確保

・緊急時の受け入れ・対応

・医療機関への連絡調整 など

グループホーム 地域活動支援センター

ショートステイ 日中活動系事業所

ショートステイ グループホーム

障がい者支援施設 医療機関

自立支援協議会、相談支援事業

所連絡会を通じた地域の体制

（連携ネットワーク）づくり

市・基幹相談支援センターなど

による研修会の開催など

体験の

場・機会の

提供

緊急時

の支援

地域の

体制づくり

相談

関係機関

委託相談

支援事業所

専門人材

の確保・

育成
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登録者（本人）・家族 未登録者（本人）・家族

指定特定相談支援事業所（基幹相談支援センターがバックアップ）

福祉課・基幹相談支援センター（基幹がアセスメント）福祉課・委託相談支援事業所

サービス利用あり サービス利用なし

サービス利用なし

特性などから

サービス利用

について検討

緊急時相談 ・ 受け入れ対応

サービス利用あり

登録のうえ計画相談へ

ヘルパーのみ利用者等

居宅介護、重度訪問介護、

同行援護、行動援護、

重度障がい者等包括支援

短期入所利用者等

短期入所

ヘルパーのみ利用者等

居宅介護、重度訪問介護、

同行援護、行動援護、

重度障がい者等包括支援

短期入所利用者等

短期入所

登録者（本人）・家族 未登録者（本人）・家族

指定特定相談支援事業所（基幹相談支援センターがバックアップ）

福祉課・基幹相談支援センター（基幹がアセスメント）

委託相談支援事業所

福祉課・委託相談支援事業所

サービス利用あり サービス利用なし

体験の機会・場の提供

計画相談につなぐ

日中系サービス利用者等

生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援 A型・B型、グループホーム（体験利用）

登録者の情報共

有済み事業所へ

つなぐ

サービス利用なし

特性などからサービス

利用について検討

サービス利用あり

登録のうえ計画相談へ

サービス利用

している事業

所へ

サービス利用なしの利用する

人の登録情報は、委託相談がア

セスメントして状況により指定

特定相談支援事業所につなぐ

サービス利用なしの登録者の

情報は、委託相談がアセスメ

ントして状況により指定特定

相談支援事業所につなぐ

緊急で利用の後は、委託相談支援事業所の主導で登録申請を行う

委託相談支援事業所において登録申請を行う

地域生活支援拠点事業 事業フロー図

サービス利用あり

指定特定相談支援事業所 委託相談支援事業所

サービス利用なし

サービス利用

している事業

所へ

登録者の情報共

有済み事業所へ

つなぐ
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２ 当市における地域生活支援拠点の各機能について

（１）「相談」の機能

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、緊急時の連絡

体制を確保し、介護者の死亡、急病等により生じた緊急事態に必要なサービス

のコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能

機能を担う機関 目的・役割（実施方法）

・指定特定相談支援事業所

（・指定障害児相談支援）

●目的

『親亡き後や緊急時を見据えて予防的に支援体制を整える』

●役割（実施方法）

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握するため、

本人または家族、相談支援事業所等からの情報をもとに、

高山市地域生活支援拠点等（緊急時の支援）利用事前登

録申請書（様式１）を作成する。

相談体制として、平日については指定特定相談支援事業

所が担い、休日夜間については市役所（福祉課：福祉・

障がい係）と基幹相談支援センターが担うことする。

〈緊急時の連絡先〉

時間帯 対応機関 連絡先

平日の日中

地域生活支援センター

高山市障がい者生活支援センター

地域活動支援センターやまびこ

０５７７－３２－６２８０

０５７７－５７－７２９４

０５７７－７２－５０２３

夜間及び休日 高山市役所（代表番号） ０５７７－３２－３３３３

●緊急時の支援が見込めない世帯の判断
≪本人の状況≫

・主たる介護者（家族）による支援がないと生活に著しい支障が生じる等のことが見込ま

れる場合

・介護者（家族）がいても、環境の変化等により、障がい者本人の在宅での生活維持が、

一時的にでも困難と見込まれる場合

≪主たる介護者（家族）の状況≫

・急病、死亡、その他やむを得ない事情により障がい者本人を支援できない状態となり、

かつ、他の支援者の確保ができない、または、支援が見込めない場合

●拠点事業とサービス利用の明確化
≪対象者が計画相談を利用している場合≫

・一般・特定相談支援事業所が、緊急時支援が見込めない世帯を把握する。

・対象者本人や家族等と相談のうえ、市役所（福祉課）に登録用紙を提出する。

≪対象者が計画相談を利用していない場合≫

・一般・特定相談支援事業所や市が、対象者本人やその家族、地域住民等から相談を受け

た際に、緊急時支援が見込めない世帯か否かを判断する。

・本人や介護者から希望があれば、市役所（福祉課）に登録用紙を提出する。

・必要に応じて、障がい福祉サービスの申請等に繋げる。
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（２）「緊急時の受け入れ・対応」の機能

短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制の確保及び介護者の死亡、急病

等の緊急時の受け入れや医療機関等への連絡その他必要な対応を行う機能

機能を担う機関 目的・役割（実施方法）

・指定特定相談支援事業所

（・指定障害児相談支援）

・高山市役所

●目的

『緊急時に、居宅での生活継続の調整及びショートステ

イ等での受入れを行う』

●役割（実施方法）

・ショートステイ等を利用し、緊急の受け入れ体制を確

保する。利用事前登録申請書（様式１）等の情報に基

づき、緊急の受入れが必要な障がい者の障がい特性や

医療情報等を参考に受け入れ先を調整する。

・緊急時の対応は、短期入所や医療機関への入院に限ら

ず、障がい者の状態に応じて、訪問系サービスにより

対応するなど、適切な対応を行う。

・短期入所事業所

・訪問系サービス事業所

・相談支援事業所等から緊急の受け入れ・対応の要請が

あった場合、できる限り協力する。

※訪問系サービス事業所…居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、

重度障害者等包括支援

●「緊急時」の判断
≪本人の状況≫

・主たる介護者（家族）による支援がないと生活に著しい支障が生じる等のことが見込ま

れる場合

・介護者（家族）がいても、環境の変化等により、障がい者本人の在宅での生活維持が、

一時的にでも困難と見込まれる場合

≪主たる介護者（家族）の状況≫

・急病、死亡、その他やむを得ない事情により障がい者本人を支援できない状態となり、

かつ、他の支援者の確保ができない、または、支援が見込めない場合

●拠点事業とサービス利用の明確化
≪対象者が計画相談を利用している場合≫

・緊急でショートステイ等の利用が必要になった際、契約中の入所施設等と連絡調整を行

う。

・緊急時への備えとして普段からショートステイ等の体験利用を提案し、実際に緊急時と

なった際に、円滑に利用できるように調整する。

≪対象者が計画相談を利用していない場合≫

・一般・指定相談支援事業所等やコーディネーターが、本人の障がい特性に合わせて入所

施設等の利用調整を行う。

・相談時に緊急の受け入れ対応が必要だと判断される場合は、事前に障がい福祉サービス

に繋げるとともに、計画相談の利用に移行できるように働きかける。
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（３）「体験の機会・場の提供」の機能

障がい者支援施設等からの地域移行又は親元等からの自立に係る共同生活

援助事業所等での宿泊体験若しくは一般就労を目指す障がい者等に就労体験

の機会又は場の提供をする機能

機能を担う機関 目的・役割（実施方法）

・指定特定相談支援事業所

（・指定障害児相談支援）

●目的

『本人のニーズに合った体験の機会・場を確保し、提供

する』

●役割（実施方法）

・障がい者支援施設等からの地域移行又は親元等からの

自立を考えることができるきっかけとして、家事を伴

うグループホーム等での宿泊体験、または、日中の活

動の機会や場の提供を行う。

・一般就労を目指したい旨の相談があった際は必要に応

じて就労援助センター等と連携しつつ就労体験の機会

又は場の調整を行う。

・施設入所支援事業所

・共同生活援助事業所

・日中活動系サービス

事業所等

・相談支援事業所、地域移行支援事業所から体験利用の

要請があった場合、できる限り協力する。

【体験に送り出す側】

（施設入所支援事業所、日中活動系サービス事業所）

・体験的な利用支援における地域移行支援事業所との情

報共有や連絡調整を行う。

【体験を受け入れる側】

（共同生活援助事業所、日中活動系サービス事業所）

・相談支援事業所、地域移行支援事業所から体験利用の

要請があった場合、できる限り協力する。

※日中活動系サービス事業所…生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ・Ｂ型

●想定される利用対象者
・家族等と同居している者で、今後一人暮らしが見込まれる（希望している）障がい者

・長期入院又は入所者等で、地域生活の経験の不足等によりソーシャルスキルを身に着

ける必要がある者

●具体的運用方法
・体験利用を受け入れているグループホームや地域移行支援等の障がい福祉サービス事

業所を市が把握し、一般・指定相談指定事業所やコーディネーターと共有し、本人の

ニーズに沿った体験の機会が提供できるように調整する。

・障がい福祉サービスの体験利用は、支給の決定後とする。なお、既に障がい福祉サー

ビスを利用している場合は、計画案やセルフプランに体験について追加記載したもの

を市（福祉課）に提出し、サービスの支給決定を受ける。

・障がい福祉サービスの給付を受けたことがない体験利用希望者は、市（福祉課）の調

査を受ける必要があるため、速やかに障がい福祉サービスの給付担当と調整し、調査

日を決定する。それと同時に、可能な限り担当の計画相談をつけるよう促す。
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（４）「専門的人材の確保・育成」の機能

行動障害を有する障がい者、医療的ケアが必要な障がい者等多様化するニー

ズに対して専門的な対応ができる体制の確保及び専門的な人材の育成を行う

機能

機能を担う機関 目的・役割（実施方法）

・相談支援事業所連絡会

●目的

『支援者の育成・スキルアップを図る』

●役割（実施方法）

・基幹相談支援センターや特定・一般相談支援事業所等

が参加する「高山市地域自立支援協議会相談支援事業

所連絡会」を定期的に開催し、障がい者等の支援に従

事する職員のスキル向上を目指すとともに、事業所同

士の連携を深めていく。

・相談支援事業所連絡会にて実施している事例検討会に

ついて、対象となるケースと関わるサービス事業所も

含めた事例検討会へと強化を図ることで人材のスキル

アップ及び地域の様々なニーズに対応できるサービス

提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築

を図る。

・医療的ケアが必要な方や強度行動障がいがある方等に

対して専門的知識の獲得や専門的な対応が行える人材

の養成については、県等が主催する研修の受講を勧奨

するほか、市と基幹相談支援センターが主体となり研

修の開催を検討していく。
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（５）「地域の体制づくり」の機能

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源

の連携体制の構築等を行う機能

機能を担う機関 目的・役割（実施方法）

・指定特定相談支援事業所

（・指定障害児相談支援）

●目的

『地域にある様々な社会資源のネットワークを構築す

る』

●役割（実施方法）

・相談支援事業所にコーディネーター（調整機能を有す

る相談支援専門員）を配置し、基幹相談支援センター

等と連携しながら、地域の社会資源に関する情報を集

約したうえで、特定相談支援事業所等に提供すること

を通じて、障がい者等が地域の社会資源を円滑に利用

でるよう支援します。

・高山市地域自立支援協議会相談事業所連絡会や高山市

地域自立支援協議会における事例検討や情報交換を通

じて、相談支援機関等のネットワークを構築し、地域

の社会資源や課題、ニーズ等の情報共有を図る。

・事例検討会を通じ把握した地域課題について、相談支

援事業所事業所連絡会にて情報共有及び課題検討を行

い、他の福祉サービス等の事業者と共同で対応する。

必要に応じて自立支援協議会等にも報告し地域の様々

なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地

域の社会資源の連携体制の構築を図る。
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３ 届出により算定が可能となる加算について

地域生活支援拠点の機能を担う事業を実施しようとする事業者のうち、

指定障害福祉サービス等に係る報酬について、地域生活支援拠点に係る

加算を算定しようとする事業者は、届出書のほか、地域生活支援拠点の

機能を担う旨を規定した運営規程を市長に提出しなければならない。

※高山市地域生活支援拠点事業実施要綱第５条参照

（１）「相談」機能の強化

【対象：指定特定相談支援、指定障害児相談支援】

＜地域生活支援拠点等相談強化加算＞ ７００単位／回

地域生活支援拠点として登録されている特定相談支援事業所の相談支援専

門員が、コーディネーターの役割を担うものとして相談を受け、連携する短

期入所事業所への緊急時の受け入れの対応を行った場合に算定（短期入所事

業所への受入れ実績（回数）に応じて、月４回を限度に算定）

（２）「緊急時の受け入れ・対応」の機能の強化

【対象：短期入所】 拠点等の届出がなくても算定可能

＜緊急短期入所受入加算（Ⅰ）＞ ２７０単位／日（福祉型）

＜緊急短期入所受入加算（Ⅱ）＞ ５００単位／日（医療型）

介護者の急病等の理由により、指定短期入所の緊急利用を受け入れた場合に、

開始日から起算して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等をや

むを得ない事情がある場合にあっては、１４日）を限度として、当該緊急利用

者のみに対して加算する。

【対象：短期入所】 拠点等の届出がなくても算定可能

＜定員超過特例加算＞ ５０単位／回（１０日を限度として算定可能）

「緊急時」という局面を勘案し、定員を超えて受け入れた場合には、期間を

区切った上で、特例的に加算可能（当該期間は定員超過減算は適用しない）。

【対象：短期入所】

＜緊急時のための受入機能の強化＞ １００単位／日

地域生活支援拠点として登録されている短期入所施設が利用者を受け入れた場

合、緊急時に限らず、利用者全員についてサービス利用の開始日に算定できる。

【対象：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援】

＜緊急時対応加算＞ １００単位／回 ＋５０単位／回（拠点等の場合）

計画に位置付けられていないサービスを利用者等の要請を受けてから２４時間

以内に行った場合に１００単位／回、地域生活支援拠点等として登録されてい

る施設が行った場合については更に５０単位／回を利用者１人につき１月に２

回を限度に算定できる。
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【対象：自立生活援助、地域定着支援】

＜緊急時支援加算（Ⅰ）＞ ７１１単位／回 ＋５０単位／回（拠点等の場合）

緊急時において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜（午前１０

時～午前６時）に支援を行った場合。

【対象：地域定着支援】

＜緊急時支援加算（Ⅰ）＞ ７３４単位／回 ＋５０単位／回（拠点等の場合）

（３）「体験の機会・場の提供」機能の強化

【対象：日中活動系サービス、地域移行支援、施設入所支援】

＜体験利用支援加算＞

【日中活動系サービス】 ５００単位／日（初日から５日目まで）

＋ ５０単位／日（拠点等の場合）

２５０単位／日（６日目から１５日目まで）

＋ ５０単位／日（拠点等の場合）

＜体験利用加算＞

【地域移行支援】 ５００単位／日（初日から５日目まで）

＋ ５０単位／日（拠点等の場合）

＜地域移行促進加算＞

【施設入所支援】 １２０単位／日

＋ ５０単位／日（拠点等の場合）

＜体験宿泊加算＞

【地域移行支援】

体験宿泊加算（Ⅰ） ３００単位／日

＋ ５０単位／日（拠点等の場合）

体験宿泊加算（Ⅱ） ７００単位／日（夜間及び深夜における支援あり）

＋ ５０単位／日（拠点等の場合）
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（４）「地域の体制づくり」の機能の強化

【対象：指定特定相談支援、指定障害児相談支援】

＜地域体制強化共同支援加算＞ ２，０００単位／回（月１回を限度）

地域生活支援拠点として登録されている相談支援事業所の相談支援専門員が、

支援困難事例等（駐１）について課題検討を通じ、情報共有等を行い、在宅で

の療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び指導等の必要な支

援を他の福祉サービス等の事業者のうちいずれか３者（注２）以上と共同で実

施するとともに、地域課題を整理し、自立支援協議会等に報告書としてまとめ

た物を報告した場合に対象となる障がい者等１人につき１月に１回を限度と

して算定できる

※ 当該加算は、地域生活支援拠点等の必要な地域の体制づくりの機能として、

地域の様々なニーズに対応出来るサービス提供体制の確保や、地域の社会資

源の連携体制の構築を行うことを目的とするものであり、この加算の対象と

なる事業所については地域生活支援拠点等であることを十分に踏まえ、当該

加算の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。

※ 当該加算の対象となる会議を行った場合は、内容を記録し、５年間保存す

るとともに、市長から求めがあった場合については、提出しなければならな

い。

注１）■多様なニーズのある個人

障がいを持ちつつ高齢である場合、医療や介護、生活支援が複雑に絡み合い、

必要な支援が適切に行き届かないケース。

■家族の支援が難しいケース

家族の事情（例: 他の家族の介護や経済的問題）により、支援が困難な場合。

■地域資源の不足

必要なサービスや人的資源が不十分で、支援が受けられないケース。

■連携の難しさ

多機関が関わる支援の場合、情報共有や連携がうまくいかず、支援の質が低

下するケース。

＊事例として記載しています。これに限らず上記を踏まえ、支援が困難であると

判断されれば支援困難事例とします。

注２）①行政機関等

地域の福祉や介護に関する政策を担当する自治体や社会福祉協議会など。

地域のニーズや資源を把握し、支援体制を企画・運営するため。

②支援団体・機関

ＮＰＯ法人やボランティア団体、地域の障害者支援団体など。

現場での支援を行い、利用者のニーズを直接把握するため。

③地域住民

支援を受ける障がい者や高齢者、またその家族など。実際に地域で生活する

人々の声を反映させるため。
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４ 届出の手続きについて

（１）事前相談

届出を検討される事業所は、事前に福祉課まで相談してください。

（２）運営規程の変更

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として加算を算定しようとする際に

は、運営規程にその旨の記載が必要となります。

（３）届出

高山市地域生活支援拠点事業実施要綱に基づき、必要書類を福祉課まで提出し

てください。

必要書類

1 高山市地域生活支援拠点事業所登録届出書（第１号様式）

2 機能を担うことを記載した運営規程・・・１部

3 市指定の事業所（指定特定相談支援事業所）は、「届出書」（第１号様式）

と事業所指定に係る変更等届出書類を市へ同時に提出してください。

※ 岐阜県指定の事業所は、別途「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

（以下体制届）」等を県へ提出する必要があります。

（４）登録

市は提出いただいた届出書を確認後、高山市障がい者地域生活支援拠点事業者

登録名簿に事業所を登録します。

また、登録していただいた事業所はホームページ等で公表します。
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５ 運営規程記載例について

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として届け出を行う際には、下記の項目

を運営規程に追加してください。

※なお、以下に示す運営規程は記載例であり、各事業所の実態に応じた規程とし、

内容を理解した上で作成してください。

運営規程の記載例

その他運営に関する重要事項

（地域生活支援拠点等の機能を担う事業所）

第〇〇条 事業所は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確

保するための基本的な指針（平成１８年厚生労働省告示第３９５号）第二の三」

に規定する地域生活支援拠点等として次の機能を担う。

（１）相談

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、緊急時の連絡

体制を確保し、介護者の死亡、急病等により生じた緊急事態に必要なサービス

のコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能

（２）緊急時の受け入れ・対応

＜短期入所事業所の場合＞

短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制の確保及び介護者の死亡、急病

等の緊急時の受け入れや医療機関等への連絡その他必要な対応を行う機能

＜訪問系サービス事業所等の場合＞

介護者の死亡、急病等の緊急時に、本人への支援や医療機関への連絡等の必

要な支援を行う機能

（３）体験の機会・場の提供

障がい者支援施設等からの地域移行又は親元等からの自立に係る共同生活援

助事業所等での宿泊体験若しくは一般就労を目指す障がい者等に就労体験の機

会又は場の提供をする機能

（４）専門的人材の確保・養成

行動障害を有する障がい者、医療的ケアが必要な障がい者等多様化するニーズ

に対して専門的な対応ができる体制の確保及び専門的な人材の育成を行う機能

（５）地域の体制づくり

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の

連携体制の構築等を行う機能


